
　島本さんは沖縄群島政府文教部婦人課の指導

主事をしていた一九五二年、米国民政府の国民

指導員プログラムで、翁長君代先生と共に三ヵ

月間米国各地を訪れ、女性団体等との交流を通

して新しい女性像を心に焼き付けて帰沖され

た。

　その後琉米文化会館で企画の仕事に携わり、

持てる能力を存分に発揮して新しいアメリカ文

化の普及、啓蒙で沖縄の戦後復興の一翼を担っ

ておられた。その頃基地内の有志から沖縄の子

どもたちにスカウト活動を紹介したいとの働き

かけがあり、北中城中学校で教鞭をとっていた

比嘉敏雄さんらの尽力で同校に初のガールスカ

ウト団が誕生した。その後コザ中学校、真和志

中学校、大道小学校等に広がり、一九五三年琉

球ガールスカウトが結成された。公認化に向け

て準備委員会が発足、その中に比嘉敏雄さんと

島本さんが名を連ね翌年にはガールスカウト世

界連盟よりガールスカウト沖縄連盟設立が正式

に認可された。

　私は、中学・高校時代に崇元寺の琉米文化会

館によく出入りしていたので、こんな楽しい職

場で働く女性はいいなと遠くから島本さんを見

ていた。妹二人がガールスカウトに入り、母を

はじめ家族も行事にかり出されるようになり、

島本さんの存在を間近に見るようになった。颯

爽とした身のこなしと説得力のある話し方は、

新しい女性の体現そのものに映った。将来こん

な女性になりたいとの憧れを禁じ得なかった。

そしてガールスカウトと琉米文化会館の両方に

島本さんから声をかけられるようになった。ア

メリカ留学に際しては島本さんはじめ先輩女性

方に送別会をしていただいた。

　復帰に伴い米国民政府広報局文化課に属する

琉米文化会館はなくなり、副館長まで勤めた島

本さんは琉球新報社に事業局部長待遇で迎えら

れた。「主婦の生活大学」をはじめ島本さんの

企画が次々に大当たりとなっていた。そんな中

沖縄のガールスカウトを設立当初から現場で

担ってきた永田芳子支部長が一九七五年急逝し

た。その窮状を託され実質的に陰でガールスカ

ウトを支えたのが島本さんであった。島本さん

の意を受けて一年ほどの間に数回、日帰りで日

本連盟の会議等に出席したものである。

　一九八〇年の美さと児童園開園以来、同じ法

人下にあった国際福祉相談所では所長空席の状

態であった。折しも無国籍児問題がマスコミを

賑わし国籍法改正の機運が盛り上がってきた時

期で、対外的に対応できる所長が必要であった

が、経済的事情もあり諦めムードに陥っていた。

そんなある日新報社にいつものように島本さん

を訪ね近況を報告、帰り際に「島本さんのよう

な方に来ていただけるといいのですが、そうは

いきませんからね」と言った。特別な意図は全

くなかった。すると島本さんは「考えてみる」

と言われたので、あわてて「現在の地位と給与

を投げうつような仕事ではありませんから」と

打ち消した。新報社事業局で最も仕事が充実し

た時期の方向転換、それも労多く実り少ない分

野への転身は常識では考えられないことであっ

た。しかしこのような経緯でこちらが戸惑って

いる間に、まるで瓢箪から駒のように一気に事

が運んでいった。島本さんが迷うことなく即決

即断されたとの印象を強く持っている。

　一九八二年四月願っても叶わないような人材

を国際福祉相談所の所長に迎えることができ

島本さんのこと

平田正代、2013年『追悼集　ありがとう　島本さん』pp.4-6
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た。島本さんの第一声は「相談の現場はケース

ワーカーに任せる。所長の仕事はそれを支える

こと」で早速有言実行で動き出した。五月には

県の婦人問題懇談会で無国籍児問題を取り上げ

てアピールした。相談所を財政的にバックアッ

プするため国際福祉奉仕会を立ち上げ、島本さ

んの財産である膨大な人材ネットワークのおか

げで多くの方々にご協力いただいた。テイクだ

けではだめとギブのプログラムを企画、基地内

の提携機関や施設の見学会などを催し好評を博

した。十一月には県内アーティストの協賛を得

て美術品展示即売会をダイナハで開催するな

ど、資金造成を積極的に展開された。

　島本さんのもたらしたもうひとつの効果は国

際福祉相談所の働きを世間に知らしめたことで

ある。パートの職員たちが国際結婚、離婚から

生ずる国籍、戸籍の問題に取り組み、外国から

出生証明書や離婚判決等書類の取り寄せ、翻訳

など多岐にわたる業務をこなしていた。折しも

識者やマスコミの間で盛り上がってきた無国籍

児童の問題が、国連の女子差別撤廃条約批准の

前提条件となる国籍法改正の方向へ大きなうね

りとなって動き出していた。日本の女性たちが

担ぎ出したみこしの中心は沖縄の無国籍児で

あり、島本さんの功績大である。国の国籍法改

正中間試案への聴聞会が大阪法務局で開催さ

れ、一九八三年三月島本所長と筆者が出席し沖

縄の実情を報告、父親だけでなく母親の国籍を

継承させる必要性を訴えた。念願の改正国籍法

は一九八五年一月一日施行され、早速当日日本

国籍取得第一号が認められた。島本さんはそれ

を見届けて公的には国際福祉相談所を離れられ

た。

　その後紆余曲折を経て一九九三年島本さんは

社会福祉法人国際福祉会の理事長に就任、相談

所の所長を兼務されることになった。その後同

じ法人で第一種社会福祉事業の児童養護施設美

さと児童園と第二種の相談事業国際福祉相談所

を両立させるだけの財政的基盤がないとして理

事会は相談所の閉鎖を決議した。

　戦後四〇年間一民間団体として必死に守って

きた国際相談事業は国籍法改正により大きな任

務を終えたと言われ、また県の女性センターが

相談室を開設するので相談者は困らないとの声

もあった。しかし島本さんにとって国際福祉相

談所の閉鎖は苦渋の決断であった。この間三年

余の所長職の給与は全額相談所に寄付されたの

だった。

　その後島本さんは美さと児童園の支援を継続

され、卒園生の進学、就職準備資金集め、卒園

前に運転免許を取らせるための資金作りなど物

心両面から子どもたちを支え続けた。卒園式や

もちつき大会にできるだけ顔を出されて、子ど

もたちの成長を楽しみにしておられた。

　島本さんは戦後の自立した女性としてその行

動でわれわれに範を示された。
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座談会　沖縄と戦後70年　沖縄から女性の人権と平和を考える

平田正代、2015年　『女性展望』（9-10月号）pp.9-14
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１．国際福祉相談所の歴史的経緯と相談内容
　私は、1998年の４月１日からこちらに参りま

して、2006年の３月までおりました。その間、

いろんな人が出たり入ったり、割合長かったん

ですけど、ちょうどこちらも身を引こうかと思

う時にまた英語のできる人が辞めたりして、な

かなか調整取りにくくてやってました。

　なぜこちらに来たかと言いますと、まず、国

際福祉相談所というところは、最初1958年に設

立されまして、その時は任意の社会福祉団体と

いうことで、琉球政府の許可をもらって設立さ

れましたが、国際福祉事業団沖縄代表部という

名称でした。それは国際福祉というISS。今で

も軍の放送などでは、募金の季節になると、ど

こに募金したいかということで出るのに、ISS

というのは出て参りますが。International 

Social Service（国際福祉事業団）で、国連の

外郭機関でスイスに本部があり、主な国、代表

部を置いているのですね。一国一代表部、日本

にはもちろん日本代表部というものがありまし

て、沖縄はその時、米軍の施政権下でしたので、

こちらには、アメリカ代表部の下部組織のよう

な形で、国際福祉事業団沖縄代表部という名称

で発足致しました。

　なぜそれができたかというと、基地に家族が

駐留してきて養子縁組とかいろいろな問題が出

てきまして。沖縄に来ると、当時のアメリカ人

の今でもありますが、貧しい国に行ってそこの

子どもを拾って養子にしようと、簡単に養子縁

組ができるような感じで来る人が当時はとても

多かった。向こうは善意で助けてあげようと。

ハーフの子どもが夕方外で子ども達が遊んでま

すよね。そうすると、私の知ってる人なんか

は、アメリカ人の感覚で、この子達は面倒見ら

れないで、ネグレクトされてほったらかされて

るというふうに感じて、かわいい女の子の後つ

いて行ってお家まで来て、お母さんにこの子も

らえないかって聞いたそうです。だから、そう

いうふうな感じで簡単に混血児が戦争の後沢山

いて、その子たちが大事にされてなくて、自分

たちが拾ってあげようというような感覚は最初

はあったと思います。

　ただ、混血児はやっぱり中部にいくと結構

いたんですけど、目につきましたけれども、

orphanage、いわゆる孤児院というのは沖縄に

はないんですよね。児童園みたいなのがあって、

その辺が児童園と孤児院の違いがアメリカ人に

非常に分かりにくい。私達が説明するときに、

日本には戸籍とか、それから、お位牌とかお墓

とかというのがあって、たとえ両親がいなくて

も親戚が面倒を見る、そしてお墓や家系、トー

トーメーを守るように。特に男の子はそういう

意味で育てられるとかいうことを説明したりし

ていました。

　いずれにしても、1958年に設立されて、任意

の団体だったんですが、復帰にあたって、沖縄

代表部がなくなる、復帰すると日本代表部があ

るから当然沖縄はなくなるということで、基地

はあるのにこれがなくなったら困るというよう

なことで、アメリカが援助して作ってたような。

アメリカの教会とか婦人団体が寄付を集めて、

国際福祉を援助してました。復帰の時点でアメ

リカの軍の将校夫人クラブ、将校の奥さん達が

お金を出し合って、宜野湾市喜友名の土地・建

物を購入して、そこに新しく社会福祉法人とし

て国際相談所ができたんです。で、そこで相談

平田正代氏を囲んで（沖縄女性財団スタッフを対象とした講話）

平田正代、2021年11月16日、「てぃるる」（那覇市西）
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を受けてました。最初作ったときには、アメリ

カの考えとしては、養子縁組にはいろいろ難し

い手続きが必要なので、そういうのができるシ

ステムを作っておかないと、勝手に皆子ども達

をアメリカに連れて行ってビザの問題とかが起

こるので、アメリカの水準に合う機関が必要だ

ということで国際福祉相談所ができたんです。

　ところが、開けてみると、子どもをアメリカ

にあげたいとか、そういう人が来るわけじゃな

くて、娘がアメリカ人と結婚したい、あるいは

うちから出てもう戻ってこないでアメリカに

行ったらしいけど、どうしたんだろうとか、そ

れから夫がもういつの間にかいなくなってし

まって困ってるとか、そういう個人の問題や家

庭の問題が沢山きて、それで、内容がだんだん

養子縁組機関というよりは福祉事務所的になっ

ていきました。当時は全部事務的にはアメリカ

の下部組織ですので、アメリカから事務局長が

送られてきて、この人がスーパーバイザーの役

目も果たす、全部見ていて、この人の給料もも

ちろんアメリカが払ってたわけです。そのため

に下で働いている人達、ケースワーカー、或い

は、皆の英語が出来ないといけないということ

で、一応日米両語でいろんなものを作成して、

ケース記録も内容は日本語で、メモですから書

いたりしていました。毎月理事会が開かれて、

ひと月に一回。とっても頻度多いですよね、日

本に比べると。そこにケース何件どういう内容

で、それからどういうような解決方法を探って

るかとか、会計報告も毎月出してそれも日米両

語でやるもんですから、とっても事務的にも大

変でした。

　当時の分類の一番最初に出てきたのがアメリ

カの福祉事務所のケース分類で、特にこの国際

福祉とISSというところの一番最初に「離散家

族の再会（family reunion）」というのがあり

ました。なぜそういうふうになっているかとい

うと、ISSができた時に、当時第一次世界大戦

の終わった頃で、世界各国にそれまでは戦争で

もなんでも自分の国内、あるいは自分の周囲、

狭い範囲で人が動いてたわけですが、産業革命

があったり、その後のことですから、交通から

いろいろな工事とか石炭とかいろんな工業や商

業が発達して、人が国外で出て働くような状況、

特にヨーロッパは地続きですから、そういう状

況にあった時に家族、夫がどっかの国に働きに

行ったけど、後は行方不明になって連絡が取れ

ないというような問題がすごく起こってきて、

その度に各国でこれはもう協力しないといけな

いという、そのニードからISSができてます。

ですから、family reunionというのが一番最初

の分類の筆頭に載っていました。

　沖縄ではそういうのは必要ないので、私達が

扱ったものと言えば、養子縁組の相談もありま

すし、それから養子縁組は、子どもを事故やな

んかで子どもが生まれたけど、自分で育てられ

ないふうなreferral（編集注：関係機関との連

携）ですね。それから、開業医の産婦人科の先

生方から今子どもが生まれそうだけど、母親の

話を聞くと自分で育てられないって困ってるの

で、そういうのがよくあったんです。復帰の前

は結構この辺の産婦人科、波之上にありました

けど、そこの先生もよく紹介して下さっていま

した。

　それから、その後になりますと、人探し、初

めは子どもが娘がアメリカ人と結婚して、その

時は怒って縁を切るって言って絶対帰ってくる

なって言われて、そしたら、子どもはその通り

そうだと思っていなくなるんですよ。やっぱり

親としては今どこにいるか知りたいとかって、

そうするといろいろ手紙とかなんでもあったら

持ってきてもらって、これを読むのがすごく大

変でしたね。結構喧嘩したら物を投げて割った

りなんかする場合もあるんですが、私達は夫婦
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問題で来た人達には器物を壊してもいいけど、

ペーパーは絶対どんな物かわからなくても、手

元に取っておくようにということを非常に強く

言ってます。指導してきました。そんなのが鞄

にいっぱいあると一つ一つ見て、何が必要か必

要じゃないか見るのが大変ですね。そうやって

手掛かり、いなくなった人の手掛かりをそう

やって探してそこに手紙を書くというような方

法で、必ずしもいるとは思えないのは明らかに

自分たちが見てもまだそこにいるとは思えない

んですけど、アメリカには住民登録制度がない、

戸籍がないですから、人をたどりようがないん

です。それで、元のあれに出すわけですね。そ

れで離婚するにも夫が行方不明だから20年行方

不明だからって離婚にはならない、自動的には

何もならないのでやっぱり手続きしないといけ

ない、その時は行方不明なら行方不明という証

明を出さないと行方不明にならないですよね。

その為にあらゆる住所とかなんか手掛かりを集

めて、そこに徹底的に手紙を書いて、どうせ戻っ

てくるのは返事が来ないんですけど、その実績

をあれして、この六カ所に書きましたけど、戻っ

てきません、これが行方不明の証拠っていうふ

うにやったわけですから、それ以外に方法がな

いので、それから昔の10年前の電話番号がある、

そこに掛けてもいないわけですけど、いないの

も大体わかってるんですが、KDDに行って当

時のそっからオペレーターを通して個人から個

人への番号から番号への電話じゃなくて、この

番号の何々さん、ミスタージョンソンとかに掛

けたいって言ってオペレーターを通す。そうす

ると、そこに出た人が「そういう人がいません。

知りません」って言うんです。その日時を私達

が、「何月何日、KDDのオペレーター誰々さん

のあれでこういうふうに電話したけど、こうい

うふうな返事でした」と、行方不明の証明の一

つになる。こんなのを集めて、それから、家庭

裁判所に持っていくというような方法を取って

ましたので、とにかく書類はとても大切だと。

２．国際相談所と米軍基地との関係
　その後になりますと、アメリカで離婚して

帰ってくる人とか、こちらでも離婚する人がや

や増えてきたんですね。最初の内は、金持ちの

人と結婚したからどんなに苦しくてもそれに我

慢して軍に入る、IＤカードさえ持っていれば、

家族として、そしたらまだ沖縄では買えなかっ

たような肉やソーセージが買える、軍のレスト

ランに行ってステーキが食べられるとかです

ね。そういう利点があるわけですね。お酒、ウィ

スキーなんか買ってきてあげると、このIＤカー

ドを持っているということはこの人にとっては

すごく利点なわけですね。だから、ＤＶを受け

ても、このIＤカードを失いたくないって、結

構そういう感じの人いました。ですから、男性

側からは新しい女性が見つかったから離婚、も

う愛してないからって離婚の原因になるんです

ね。日本で考えられないでしょ？　もう愛して

ないからって、そんなことどこに聞いても、そ

んなことは問題にしないわけですけど、アメリ

カではそれがもう彼女は愛してない、他の人を

愛してるからって、これで離婚とかっていうこ

とになって、それで相談に来たりして。そうい

う時にはアメリカ式のケースワークということ

を最初やっていたもんですから、アメリカ側に

すれば自分達と同じような相談所であるってい

うふうに理解されるわけですね。理解されなく

ても、沖縄で連絡を取りたいって時にはここ以

外に書くところがないわけです。ですから、ア

メリカ側からすれば、沖縄における国際相談の

唯一のコンタクトできる場所っていうふうに

なって、軍の基地内からもチャプレン（編集注：

牧師）の事務所とかファミリーサービスとか、

いろいろ、後でできたんですけどね。そういう
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ところからも自分達と同じような立場の同等の

話し相手、協力できる組織であるというふうに

認められて、一緒にいろんなこと、研修会をやっ

たり、アメリカのチャプレンとか、それから若

い兵隊のための結婚講座を手伝ったり、いろん

なことをやりました。向こうとの相談で。また、

軍も外に協力を認める時に、軍は空軍と海兵隊

で全然違うんですね、態度が。空軍は今もそう

ですけど、例えば、デモがあって外に出られな

くても全然困らないわけですよ。飛行機でアメ

リカから物取ってきて、人もいるから。空軍は

だからあんまり沖縄をローカルな人達を必要と

しないっていうような感じであんまり向こうか

ら協力要請も来ないし。なんか悪いことしたら、

あ、海兵隊だろう、マリンだろうって向こう人

は言うわけです。

　空軍の方はいろんな階級があって、階級って

いうか、職種がいっぱい、飛行機の整備工とか

いろいろ技術を持った人達とかいろんなのがあ

るわけですね。ところが、海兵隊というのは新

卒の将校でも若い将校がいたり、50人とか100

人とかって一般兵がいっぱいいるわけです。だ

から、その辺の違いもあるんだと思いますが、

それと、海兵隊は軍の中で一番若い、若いって

いうか、後に出来たものですよね。ですから、

いわゆる戦ったりする一般兵は海兵隊なんです

けど、そこで海兵隊の人に問題が起こったりす

ると、チャプレンもそうですし、それから医者、

なぜか知らないですけど、navy hospital、皆

海軍病院になってるんですよね。たぶん戦争中

も海軍が大きな力を持っていて、そこで兵隊医

者（編集注：軍医のことと思われる）とか、そ

れから軍の法務官、弁護士の資格持った人、そ

ういう人達はチャプレンも大学とかそれ以上の

教育を受けた人達は皆海軍だったんです。海軍

から海兵隊に派遣されてそういう専門職をや

るっていうような、だからそういう意味でも空

軍と海軍との違いっていうのがあって、お互い

にあんまり上手くいかないこともあったようで

すが。海兵隊はですから、若い兵隊が沢山一般

兵集めてるので、問題が起こりがちですよね。

確かに空軍の人が言うように新聞に載るとマリ

ンに違いないって皆言う。だいたいそういう傾

向はあったんですけど。軍のチャプレンは各連

隊に各部隊に配置されるんですけど、それでも

間に合わないくらい相談がおうちの相談とかい

ろいろあって来るもんですから。特に、沖縄の

女の人との問題とか、結婚したいっていう時も

一応軍の許可を得ないといけないので、それを

サインする前にちゃんと結婚について正しく理

解しているかどうかっていう問題。そういう時

に問題があるという人達を私達のところに相談

に行っても良いかどうかっていうようなのを送

り込んだり、あるいは呼ばれて、国際結婚のカッ

プルが来てるけど、来て一緒にやってもらえる

かっていうふうに。

　そうすると、国際結婚のカップルが来て、ア

メリカ人のケースワーカーと沖縄の人のケース

ワーカーがいたら、ここでお互いに通訳、言葉

の通訳それから、価値観の通訳、文化の通訳、

文化が違うために喧嘩にならなくていいこと喧

嘩してるような場合もありますからね。そうい

うものもそこで解きほぐしていくと、この両方

の両側のケースワーカーと国際結婚のカップル

の面接は非常に効果的だと私は思いました。そ

の場で皆が分かってくれる。アメリカ人、日本

側のこういうところに相談に来ていいよっても

来ないですよね。どうせ女の方の味方をするだ

ろうって。こっちから見ても、アメリカ軍の中

に行ったらやっぱり、一人じゃ心細いですから

ね。だから、そこに人がいることがとても大切

なことだと思って、なんかの時お互いに呼んで、

向こうが来ることがなくても派遣して私達の事

務所に来てたりしてたんですが。そういうふう
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に海兵隊とはいい関係で、いろいろなことを一

緒にやったり、向こうから本部の方からいろい

ろもう指導とかなんかで大学の先生とかが来た

りすると私達も呼んで良かったら一緒に聞きま

しょうっていうような、声を掛けてくれたり、

対等に扱って下さいました。向こうの方は教育

のレベルが高いし、大学院は絶対卒業してるの

で、私達は背伸びして、一生懸命わかったふり

して、背伸びしてお付き合いしてたんですけど、

それがいい勉強にはなっています。

３．離婚後の子どもの問題：無国籍児問題
　そのうちに、結婚してアメリカに行った人達

がアメリカで離婚して子どもを連れて帰ってく

るようなケースが少しずつ増えてきまして。そ

うすると、子ども達の国籍の問題とか、それか

ら沖縄に来て外国人は外国人登録をしないとい

けない。それによって初めて児童手当、児童扶

養手当とかいろいろな日本側の制度の恩恵に浴

することできるんですが、そういうことはなか

なかできないし、子ども達の戸籍がないですか

ら、アメリカは戸籍がないから、本人の出生証

明書とかそういうのが必要になるんですね、ど

うしても。で、出生証明書もどこかにまとめて、

この州の人はこことかじゃなくて、生まれたと

ころをちゃんと聞いて、そこの人口統計局に手

紙を書いたり、いろんな州によって向こうの法

律が違うので、いろいろ請求される手数料も違

うし、細かい請求額に対して、私達はそんなに

細かい請求額は細かくていいんですけど、それ

を作るのにやっぱり手数料高いですよね、手数

料の方が高かったりして、５ドル送るのに千円

くらい掛かったり、そんなものもありました

し。個人はやっぱりやりにくいので、我々がそ

ういう問い合わせをやったり、そこにこの子の

戸籍があるのか出生証明書届があるのかという

ことも問い合わせで調べないといけないし、そ

れから離婚して離婚調停にいろいろ養育費とか

が書いてあるのに、その離婚の文書なんかあち

らで手続きするとほとんど夫の方が手続きする

ので夫が全部書類を持ってる、奥さんはもうそ

ういうの持ってない人が多いんですね。離婚も

すぐどっかで取れるんじゃなくて、どこの裁判

所で離婚したかっていうのを裁判所でも高等裁

判所なり地方裁判所なんとかじゃなくて、向こ

うでいろんな変な名前の昔からある裁判所とか

遺産裁判所とかどうしてこんな所に結婚の手続

きこんなところでやっぱり裁判所だから何でも

受けるって、そういうのを聞いてそこの住所を

調べてそこに手紙で問い合わせたり、そういう

仕事を文書の入手、文書の取り寄せという仕事

もとっても沢山ありました。

　後はさっき言った子どもの問題、子どもの法

的身分ということで、その外国人登録とか国籍

とかそこから始まって、無国籍の問題が出てき

たわけなんです。1975年が国連の国際婦人年、

その頃、沖縄から沖縄の女性も世界会議に出席

するようになったと思います。75年にはメキシ

コかどっかであったんじゃないですかね、行っ

た人がいます。それから日本の女性がどんどん

出ていくようになったんです。1979年が国際児

童年にあたって、国際児童年になった時に、当

時の沖縄代表部の事務局長をしていた大城安隆

さんご存知の方もいらっしゃる方もいるかと思

いますが、私が82ですので、彼は85くらいかな、

今お元気でしたら。沖国で福祉を教えられてい

ました。その方が事務局長の時に「沖縄国際児

童年沖縄からの提言」ということで、沖縄に無

国籍児がいるということを訴えたんです。そし

たら、それがとてもちょうど日本は右肩上がり

の私達が若い頃も右肩上がりが当然、日本はど

んどんどんどん良くなるっていうのは皆が信じ

てたんですね。

　その平家清盛みたいにもう日が沈まないぐら
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いに思っていて、日本人がそんな無国籍という

子どもが日本にいるということに皆がびっくり

したんですね。ありえない、無国籍というのは

日本人から考えると戸籍がないとか国籍がな

いっていうと存在しないような形になります

ね。日本で非常に戸籍を重く見るので、そうい

うふうに思われるんですが、外国では無国籍も

国籍の一つ、外国籍の中に何々籍っていうのが

あるのに、無国籍というのも最終的に国籍を改

正するためにそれが使われたんです。無国籍か

ら、無国籍という外国籍から日本籍に帰化する

という方法を取って、そのことが初めて問題に

なった。そしたら婦人達はいくら運動しても戦

後靴下となんとか女性が強くなったとか、そう

いうなんかちょっとからかいのような、マスコ

ミも取り上げられていたんですが、女が何を言

うかとか、土井さん（編集注：土井たか子）な

んかも非常に特別な人みたいにして。日本政府

のいろいろ女性関係者達が大変な苦労したらし

いことが分かっているんですけど、そういう人

たちの、いくらやっても、女性がいろいろあっ

てもあんまり反応がないんですね、取り上げな

いとか。

　そこへ無国籍の問題が出てきたんで、これが

あらゆる人の弁護士なり、それから教育者なり、

皆の問題として皆がびっくりして、それで沖縄

から出てきた無国籍の問題が70人くらいいるっ

て言うことをその時訴えたんですね。調査団な

んかが来たりして、それを女性運動のちょうど

拾ってお神輿のようにしてそれを掲げてそれを

行くとどこでも行ける、皆が関心持ってくれる。

無国籍児問題、つまり無国籍児問題は母親の国

籍を取れないということが無国籍の原因ですか

らね、父親だけの。それで女性問題が大きく進

展していくきっかけ、他の人の他府県の人がど

う思っているか知りませんが、私は、女性問題

は沖縄の無国籍問題をお神輿にして大きなお祭

りになって、成果を上げることができたと信じ

ています。

　国際婦人年の翌年ですかね、国連で女子差別

撤廃条約が採択されたんです。それを各国で批

准しないといけないんですが、日本は国籍法が

あって、その他にも女性差別の法律とか規制は

あったんですけど、そういうものがあるために、

批准する資格がない、自分の国の法律と違うこ

とが出来ないわけですね。女子差別撤廃条約が

世界各国で皆がどんどん承認していくのに日本

中々出来ない。それがあったんで、もう政府と

しては国籍を改正しなければ、これが批准出来

ないし、そんな先進国としてこういう差別撤廃

条約を批准できないっていうのは恥ずかしいこ

とですから、そこで国籍法の改正が出来ていろ

んな運動もありました。

　皆が日本国中関心をもってそれをやって、

1984年に国会を通過して施行されたのが1985年

１月１日。１月１日に第一号は法務局に行って

ますね。国際国籍の取得のために。その時、手

続きがすごくペーパーワークが必要だったんで

すが、それを簡素化して18歳未満であれば、簡

単な手続きですぐに本籍が与えられるというふ

うにまで勝ち取ったんですけど、私達それをこ

んな機会はないと思って、沖縄の無国籍児達は

割合簡単に帰化とかなんとか、一生懸命広報し

た。お母さん達に話したんですけど、無国籍の

人達は日本国籍の人達はアメリカ籍を持ってる

人も子ども達もまた日本籍を取ることができた

んです。ところが、当時、アメリカ籍、アメリ

カが一番と思っているので、アメリカ国籍を

持ってるから日本籍要らないっていう考えのお

母さん達がかなりいたらしくて、あんまりアメ

リカ籍のあれから日本籍を取ったっていう人が

それほど多くはなかったですね。３ヶ月、３ヵ

年の経過期間はそれでいて、その後は正式な帰

化手続きになるっていうことになったんです
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が、あんまり沢山は日本国籍を取得しなくて。

あの時、お母さん達が取ってくれないからしょ

うがないですよね、いまさら。もちろん手続き

をすれば、今でも理由があれば取れるんですけ

ど、そういうふうなものがバックグラウンドに

あります。ですから、結婚・離婚の問題、そう

いう身分の問題、連絡消息、文書、情報提供と

かそういうのを仕事にしておりまして。

４．国際福祉相談所の財政問題
　復帰と同時に県から国際的児童家庭相談を委

託するという、私達がやってたことは国際的児

童家庭相談事業というので、補助金が県から毎

年出たんです。それと同時に、日本自転車振興

会、競輪は、大きいものを建物を作ったりとか

大きいものしか援助しなかったんですが、お願

いした結果、国際福祉相談所も向こうから補助

金をもらえることになりました。私達だけだそ

うです。それがずっと続いて、いつまででした

かね、復帰の後そうですね、そうなったわけで

すよね。ですけど、それでもすごく大変で、復

帰の時点で国際福祉相談所が宜野湾市に移った

時点で、その建物に一部にGoodwill Shopとい

うのを作りました。これはアメリカ側からの提

案で、Goodwill Shopというのものは、アメリ

カに沢山、あっちこっちにあって、福祉団体や

身体障害者の団体が古い家具とかお洋服を寄付

してもらって、それを家具なら直したり、ペン

キ塗ったりして、それからお洋服もちゃんとし

て売る売店ですね。

　貰うのがタダですから、そこで働いて、そこ

でやって売る、そうするとアメリカ軍の中でそ

ういう古着が集まるところがあって、そこが国

際福祉にはあげましょうということで、毎週の

ように取りに行って、いろいろもらってきて、

そこから沖縄の古着屋が始まったのがそうじゃ

ないかと。軍からの軍服の古い物とか、ああい

うのがとても人気があって、業者が出入りして

いたんですね。私も自分の子ども達にアメリカ

の子ども服を買ってきていましたし、随分いろ

んなのをくれました。その中で一つ面白いと

思ったのが、軍のPＸから新品の洋服とか靴下

でもそういうのが来るんでね、すごく新しくて、

新品なのにどうして、だけどこっちがちょっと

ほつれてるからとか、ボタンが取れてる、だっ

たら直して安くでちょっと売ったらどうなんで

すかって日本的に考えていったら、そんなこと

したらもしちょっとでも傷つけたりしたら安く

なるって分かったら、皆が来て、落書きしたり、

引っ張ったり、破いたりする、だから、それを

やらない。ああなるほど、国民性と合ってとっ

ても面白いなと思いました。

　とってもそこ繁盛したんですよ。まあ、やっ

てることが細かいことで。資金が県の補助金と

日本自転車振興会の補助金だけでは困るので、

他にチャリティーの話は日本人からすると名前

が欲しいわけですよね。国際福祉のそういうの

をやってもらったり、あるいは、アメリカ軍が

提案して仮面舞踏会というのをライカムの将校

クラブでやって。写真しか見たことないんです

が、本当にヨーロッパでやってるようなこんな

眼鏡とか、こんないろんなのして、ああいう豪

華な仮装、仮面舞踏会なのを将校達がやって、

そこでお金を集めて。他のお金の集め方も文化

によってとっても違って面白いと思って。フラ

ダンスとかベリーダンスを習ってる人達が夕食

会で切符を、例えば20ドルくらいで売るわけで

すよね。そこにボランティアかなんかでそうい

う人達が来て踊るわけですね。寄付をどうする

かというと、１ドル札とか10ドル札かを、こう

いうふうにやってる、ここにこう押し込んだり、

ほとんど裸みたいなもんですよね。そこにこう

やって、男の人達が入れてるんです。こんなお

金の集め方もあるんだな。だからって日本でそ
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ういった良い考えだったり、できるわけじゃな

いんですけど、いろいろそういう面白い発見っ

ていうのはありました。

　今でも皆さんいろんなところいらして、ＡＷ

ＷＡ（編集注：American Welfare & Works 

Association、米国福祉事業協会）とかアメリ

カ福祉協会ですか。最近短い訳に変わってそう

なっていますが、そこから、いろいろな物を備

品を貰ったりしたとか、沢山ありますよね。あ

の人達はあげる時に贈呈式で宮古とか八重山で

も飛行機で飛んでってそこでやってましたね。

あれは一つの軍の占領地政策の一つだと思いま

すね。婦人会を活用してソフト面のものをやる

とか、高等弁務官資金よりはずっといいですよ

ね。弁務官資金は明らかにもう政治的に切って

ますから。皆さんは分からないですけど、よく

ありましたよ。例えば、瀬長亀次郎さんの関係

であるとかで、豊見城のどこかでそこまで舗装

してここでやるって、また次しばらくすると

こっちから舗装してこの間はやらない、あの人

出身の部落だから、そういう話聞いたことあり

ます。北部のちょっとしたトンネルとか道路な

んかは皆弁務官資金でできてると思いますね。

そういうところが国際福祉、その復帰の時に国

際福祉が組織替えして社会福祉法人になったん

です。それで、それが第二種ですよね。第二種

福祉事業っていうので、第一種が児童を実際預

かってる、児童園とかそういうところなんです

が、理事会はお金を作るのにいろいろ作るのに

工夫して苦労してたもんですから、内部の考え

としては、ここに児童園を作れば、児童園に委

託費も国のお金も流れてくるから、そこと相談

所の人の入れ替えとか、こっち一年行ってこっ

ち行ってというふうにして相談所が助かるじゃ

ないかっていう意図があったわけですね。けど、

表面はそうじゃなくて、中部に児童福祉施設が

ないから、児童園がないのでということで、美

里児童園が1980年にできました。そうすると、

やってみるとそれどころじゃない、絶対あっち

のお金を一銭でもこっちに回すことが出来ない

ですよね。すごく管轄が違うので、それでそう

すると、生身の子どもたちを預かってるあっち

の方が重要で、あっちにもっと力を注がない

といけないという、理事会の実態もあって、と

ても相談者のお金まで面倒見られない。いろい

ろ私達も努力したんですけど、もう国籍法が改

正になったんで、私達は一応これで一つの事業

は終えたかなっていう感じがしたもんですから

ね。

　それから、その頃から若い人達がお互い連絡

を取り合ったり、英語がちょっとできたり、私

達の頃まで今もうおばあさんになってる人達の

頃まではろくに学校も出てなくて、コザしか勤

めるところがないですからね、基地の周辺しか。

そこに来ていろいろなことをやって水商売だっ

たり、いろいろなことがあるんですが、後は第

二ゲート通り、理髪屋がいっぱいあったり、女

の子が皆理髪屋になってた。理髪屋で結婚した

人沢山いますよ。国際結婚。アメリカ兵にすれ

ば基地内では安い料金で髪切ってくれるんです

が、それよりも女の子との接触が欲しいからこ

う頭をこうやってもらったりして、基地外に出

てきて髪を切りに、そこで親しくなっていろい

ろ結婚まで行くとかありますし、もちろんバー

やああいうことも、夜はフロアショーでフィリ

ピンの人達沢山音楽とかもいろいろプロフェッ

ショナルでいたので、フロアショー、フロア

ショーって呼び込んで第二ゲートゾーンで、そ

れから、今のパークアベニューの人や、後は、

ＢＣストリートって言ってたんですね。ビジネ

スセンター、意味わかります？セックスビジネ

スのストリートってビジネスストリートってつ

けたんですよ。皆アメリカ兵はＢＣストリート、

八重島の方もそうですし、あの辺にいっぱい女
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の子達が、皆近くの人は家族全員親も親戚なん

かも沢山基地の周辺に集まって仕事をやって

るんで、見られると具合の悪い人達沢山いるん

で、意外と水商売なんかに行かなかったんです

よ。水商売に行ってたのは奄美大島の方多かっ

たですね、とっても。後でいろんな問題で戸籍

を取り寄せたりするのにしょっちゅう向こうに

手紙を書いてあっちの役所に行くから、随分多

いなっていうことを感じた記憶があります。

５．誰でもすぐ来られる相談所
　私達の事務所はどういう事務所かというと、

誰でもすぐ来られるウォークインが出来る、歩

いて、とにかく入口を入ってくる、何でも一応

話を受けてくれる。私は相談所っていうのがそ

うでなければならないと思ってます。電話をか

けてもいいけど、来る人多かったですね。ちょっ

とこれ分からないから行ってみようかとか、ア

メリカから英語の書類が送られてきたけど、大

体離婚書類ですけど、それを持って飛んで来た

り、それを翻訳事務所なんかに行くと読むだけ

でなんかお金がかかるし、読んでも意味が分か

らないとか、ただ、英語だけではそういうのは

分からないですよね。日本語が分かるからって

日本の判決本皆理解出来るわけじゃないのと同

じで大変難しい。大体そういうのが来る時はも

う期限が切れてるんですよ。

　アメリカ、とっても注意しなければならな

かったのは、書留っていうのは、アメリカでは、

本人がサインして受け取るっていう意味なん

ですけど、アメリカ人は受け取りを「ノー」と

言うんです。すごく普通にあります。こちらが

せっかく日本で裁判を終わって、アメリカに最

終的に送って、本当は領事送達って外務省を通

して領事官を通して、そういうやり方をするの

が正式らしいです。だけど、それをやってそう

すると変な書類が来たっていうことで受け取ら

ないです。ところが、日本では、沖縄で特にそ

うなんでしょうけど、「うちの娘、正月とお盆

にしか返ってこないけど、じゃあ、おばぁこっ

ちに名前書いてから、来た時にあげてください

ね」みたいな、書留でそういう扱いをする。今

でもそうですよね、私達、誰でも、家族誰かに

皆自分で書いて受け取ってますから。そういう

違いがあって、領事送達はよくないっていうの

は私達分かったんで、普通の手紙に入れて送っ

てます。そしたら着いたら向こう受け取ったも

のだっていうふうに主張できますし、受け取っ

てないっていう反論がない限りは、もうそれで

済みますので。

　歩いてちょっとしたことでもすぐ子どもを連

れてでも相談に来るとか。ですから子ども達も

母親の件が終わって、しばらくすると、自分は

小さい時お母さんと一緒にここに来たんで、ま

た相談に来ました。また同じような問題がまた

娘が持って相談に来るんですよ。２代っていう

のは結構ありましたね、私達がやったのは。そ

こに皆長い間一カ所にケースワーカーがいたか

ら、それも出来たんですが。それから、さっき

いったように、いろんな困ってる人の情報が個

人の米軍ですと、米軍の軍からチャプレンから

それから病院に福祉部っていうのがあって、そ

こともう向こうも同じような子どもを育てられ

ないとかっていうのをやるので、連携があって、

向こうに行ったり、向こうから、或いはその他

でも夫に薬を処方してるけど、妻が日本人で英

語が分からないから、薬の飲ませ方を通訳して

欲しいと呼ばれていったり、80年代になってか

ら、福祉機関、ファミリーサービスとかそうい

うのができてきたんです。沖縄、割合早くそう

いうものが出来てきたんですね。ファミリー

サービスセンター、それからファミリーなんと

か、名称がちょっと違うんですが、各部隊ごと

にそういう困った人を助ける。だから私達のよ
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うな相談も、離婚とかもですけど、また向こう

の人は本国でいう自分の家族が病気でどうのこ

うのっていう相談も借金もしたり、そういうの

も相談に乗れる。

６．国際福祉相談所の閉所
　各教会からも国際福祉には寄付がありまし

た。個人でも宗教的な意味から毎月自分の給料

の何割かをチャリティーに寄付するという趣旨

のそういう教会があって、そういう人達も来て、

アメリカの婦人クラブは各ベースに将校夫人ク

ラブ、それから下士官夫人クラブ、一般兵の夫

人クラブとかって、将校夫人クラブはスーベニ

アショップを経営してるので、儲かってそれで

ＡＷＷＡとかああいうのができるんです。そっ

から毎月決まって、寄付が届いたんです。向こ

うが届けてくるんです。ところが寄付は同じ。

例えば、毎月300ドルであっても、円が違いま

したでしょう。360円から300円になって、私達

が受け取る分は減ってくるわけですね。だから、

そういう問題で、経済的に立ち行かなくなる。

いろいろ美術展とか版画展のチャリティーを

やって、それのくじ引きで一等こんなのが当た

りますとか、200円とか300円とかくじを買って

もらって、そういうのもありますけれども、結

局最終的に足りないので、福祉相談、国際福祉

会の理事会がもう美里だけで精一杯なので、困

るっていうことで、で、私達ももういいじゃな

いかって。こっちも「てぃるる」（編集注：沖

縄県女性総合センター（当時））もできるって

いう話もあっちこっちいろんなのが相談受けら

れるところができてきたから、いいかなってい

うのもありまして。結局すぐには止められない

ので、1998年の３月で終わりですから、97年頃

からアメリカ側には広報をずっと出してたんで

す。もうすぐなくなりますから、あとのことは

考えて下さいっていうことを言ってたんですけ

ども、沖縄側がそういうのが取り上げなくて、

いよいよ来年も３月で閉まるっていう時に、多

分97年の夏か秋くらいの県議会と思うんです

が、そこで共産党の人が基地はなくならないの

に、どうして国際福祉の相談事業がなくなる

かっていうのを見たときに、県の誰が答弁した

か分からない、県の答弁というのは、「てぃるる」

で婦人相談を初めから日本語の相談は受けるつ

もりだったんですよね、女性財団どこでも各県

やってましたから。その上に、国際福祉相談も

受けるっていうふうに回答したんです。私、そ

れ見て、誰が来るんだろうって思っていました。

結局、年も明けて今っていう時になったら、こっ

ちから誰か来ないと困るということで、国際福

祉（相談所）でも給料っていうのは庶務の人と

かはちゃんとしたお給料もらってたんですけど

も、最後、事務局長をやった島本幸子さんは給

料分も全部寄付して下さいました。一銭も貰わ

ないで、それも貰った形で。そんなふうにして、

私達ももうお給料は時給で、自転車商工会の補

助金っていうのが、一時間につき、ワンアクショ

ンにつきいくら、一時間から二時間を単位とし

てワンアクション、結局家庭訪問一回して、一

件で、それで千円でしたかね、そういう計算で

いって。

　それに国際福祉（相談所）がなくなるまで、

向こうで働いてた人達は皆アメリカ留学の経験

があったんです。それで、裁判所に通訳人とし

て登録して、裁判所でお金を貰ってそれを持っ

てきて国際福祉に入れて、そういうふうにして

いたんです。もうこれでも成り立たないってこ

とも分かってましたから。それにケースの件数

としても、だんだん減ってきて、若い人達、お

互いに電話とか今インターネットとかメッセー

ジを経て、こうしたら離婚が早くできるらしい

とかこうしたらいいとか、必ずしも正しい情報

じゃないんですけど、そういう形で皆やって、
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昔みたいにお願いしますって、もう泣き込んで

くる人は少なくなりましたね。

　ベトナム戦争の頃までは、その後くらいまで

は皆各国にタイにも台湾にもあっちこっちに米

軍基地があったんですよ。沖縄に来てる兵隊達

はそこに休暇のために遊びに行くわけですね。

いろんな病気も持ってくるし、麻薬も持ってく

るし、いろいろだったんです。麻薬なんか今み

たいに何グラムとかちょっとくっついてるのも

見つけたとか、そんなのじゃなくて、復帰のす

ぐ後の麻薬の裁判なんかもバケツのいっぱいの

ヘロインが押収されたとかですね、もう量にし

ても凶悪事件みたいな、殺人事件とかそういう

のにしても、やっぱり心がすさんでるっていう

のがあっちこっち、まだベトナム戦争もあって。

その頃、ＢＣストリートが流行ったのが、「結

局沢山戦場手当とかいっぱい貰って明日死ぬ。

ベトナムに戻ったら死ぬかもしれない。ここで

最後の休暇だから。」ってどんどんお金を使っ

て、その頃別にちゃんとしたウイスキーじゃな

くても適当になんか入れて混ぜたら、いくらで

も売れたっていう話ですよね。人の話でもお金

受け取るにも時間がないからバケツ置いてそこ

にお金をどんどん落としていって、足でしたら、

ここで、手では飲み物を渡して、そういうよう

なことを聞いてます。

　そういう時代を過ぎて、綺麗に３ヵ年ありま

したから、３ヵ年の間にいろいろ整理して小人

数で、相談は受けてるんですが、相談をしたら

どこにどうしたらいいかで、私達本当に心配し

て、「てぃるる」で全部やってくれるんだろう

かっていうことを心配して、提案とかいろいろ

したんですけど。ここに、国際福祉相談所の閉

鎖に至る経過とか、相談内容の変化っていうの

はこういうふうにあります。

年間の新規受付数は600件台で推移してい

るものも、相談内容において深刻性、緊急

性の度合いが薄れてきており、国籍法改正、

協議離婚の国際結婚への適用など、当事者

の負担は法制度面から軽減してきている。

若いクライアントは英語の知識もあり、社

会資源の活用にも慣れており、情報提供す

れば、自ら動いて問題解決に当たることも

できる世代である。女性総合センターなど

の女性相談の他は国際情報センターの設置

により、外国人の相談も周知することが期

待されている。

これは国際情報センターが前田に浦添にできる

という他のと比較して最近話題になってますけ

ど、本当にこれできると思って、私なんか一生

懸命委員会に参加したんです。後で分かったら、

大田さん（編集注：大田昌秀知事）に皆「はい、

はい。」ってやってただけで、本当は職員、県

庁の職員は全然やる気はなかったっていうよう

な話を聞きましたし、それに関連して、フィリ

ピンにお嫁にいった沖縄の人達の実状調査とい

うことで、公文書館の人とか私なんかフィリピ

ンまで調査に行ったことがあるんですけど、そ

れも報告書出してそれでどこに行ってどうなっ

てるか分からないです。すぐその後断ち切りに

なりました。

７．国際福祉相談所閉所後の受け皿
　まず相談所が閉鎖した時の受け皿としてはこ

この女性総合センターとか女性相談所、県民相

談コーナーとか、いろいろ福祉事務所、なは女

性センター、それから、国としては戸籍や国籍

問題で法務局、それから離婚には親権者の指定

などで家庭裁判所、それから入管ですね、在留

資格、離婚しても在留資格あるのかどうかとか。

民間にはパールバック財団というのがありまし

て、そこやってた方も亡くなったんですけど、
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あちらは30年くらいありましたね。パールバッ

ク財団で混血児の子ども達にスポンサーから

手紙が来たり、お金が送られて、ところが、ス

ポンサーというのがパールバック財団の古い方

では、年寄りのおばあちゃん達とかおじいちゃ

ん達、その人達の感覚で５ドルとか10ドルとか

送ってくるわけですよ。お誕生日おめでとうと

か、そしたら、こっちは連絡して５ドル取りに

おいでっても、替えるのにお金がかかるし、５

ドルそのまま使ってもいいんですけど、バス賃

と引き合わないわけですよ。５ドル10ドルもら

うのに、向こうの人達は預金通帳作って、それ

に皆入れるようにしていましたけど、パール

バック財団でいろんな国際的な委員会に結構私

達も出ていたんですが、その人達は皆もういな

くなりました。

　だから、民間団体としては、人権協会とか、

弁護士会。弁護士会でも相談員を置いてもらえ

ないかって、弁護士会の中に言ったら、弁護士

さんにとっては弁護士が話を全部聞くんで、後

は受付の女の子がいればいいという考えです

ね。今もそれは変わらないと思うんです。

　相談員の位置づけがまた曖昧ですよね。私は

相談員がいることがすごく大切で、そこでちゃ

んと話を聞いて、問題の本質を本人が訴えてい

ることと言っていることと、ちょっとしたバッ

クグラウンドを知ると、他にもこういう問題が

あるっていうことを分かりますからね。だいた

い私が聞いたら、本人よりは私の方が大変な

ケースだなって思うんですが、本人は結構分か

らないのも沢山あるんですね。私達から見たら、

話聞いたら、これをやるまでにやって、これやっ

て、これやってって、ちょっと大変だなって思

うんですけど、意外とそうですね。宜野湾のセ

ミナーハウスが割合積極的に。職員が変わると

いろんなところ、皆変わるんですが。あっちも

いろんなこと国際的なこと相談もやっているよ

うでした。それから東京にある日系インフォ

メーションセンターとか、沖縄にはフィリピン

名誉領事館があって、今も活動してますね。

　私達は軍の方といい関係にあったんで、軍の

赤十字と。日本の赤十字は赤十字病院とか血液

の献血とか、医療関係だけなんですが。私達は

赤十字っていうと緊急連絡、例えば、沖縄で親

が危篤になって、娘に電話を掛けたりする。軍

用機で帰りたいけど、軍用機っていうのは空き

があるわけじゃなくて、いつもいっぱいなんで

すよね。それを向こうにいる人が向こうの赤十

字に、各基地に赤十字社があるんで、そこに

行って訴えると、そこが優先的に訴えると、ど

ういう状況か、本当かどうか、ただ帰りたいか

ら言ってるのかどうか分からないので、それを

どこの病院の医者は誰々、病名はなんて言うの、

聞いて欲しいっていうわけですよ。そこで、こ

ちらの赤十字は私達に電話してどこどこ病院の

誰々先生から聞いて欲しいって。アメリカでは

そういうのが一般的らしいんですよ。日本では

まだなんか偉い人、先生とかなんかが電話で大

変失礼ですがっていうような感覚がありますで

しょ。今はそうでもないけど、アメリカでは電

話で全部済まされることは済ませた方がいい。

　で、問い合わせてくるんですよね。そこ探し

て、「何々先生お願いします。」って言ったら、

看護師さんがだいたい出ますと、「何の用事で

すか。何ですか。」っていろいろ聞くんです。「こ

こアメリカの赤十字からの依頼で、先生からの

お話聞きたいんですけど」。「今忙しいですか

ら。」とか、なかなか分かってもらえない場合

があって、緊急連絡なのにって思いながら、直

接訪ねて行ったりしたこともあります。そこで

先生から聞くのが、現在の病状とそれから、こ

れからの予診、これからどれくらいどうなるの

か、生きられるのかとか、「娘がいるから娘最

後かもしれん。来た方がいいと思いますが、先
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生レコメンドしますか」。先生が、「はい、出来

たら来た方がいい。」と（娘が）来るようにレ

コメンドして、「病名がこうこうで、余命はあ

と１週間くらいということです」。それやった

らすごく本人がやって飛行機のところへ軍用機

で、軍用機は多分家族、そういう場合はタダで

すから。私、そういうのは大切で、赤十字でや

るといいなと思ってます。これ世界中の赤十字

がやってることで、世界のどこかに行って、緊

急連絡とかいろいろありますよね。そういう場

合でもなかなか個人の力ではできないとか。

　それから、赤十字という名前がとっても世界

的に通っていて、私がアメリカの空港で寝泊ま

りしてる日本人の女性がいるって言うんで、誰

か連れに行かないと入管で引っかかって、収容

された後、出すのが難しいよって言うんで、ア

メリカフィラデルフィアに迎えに行ったことが

あります。知らない人ですけど。写真とかで、

連れてきたんです。そういう時でも、行くとき

にでも、こっちの赤十字が、「ちゃんとこの人

はケースワーカーで、こういうふうに人を連れ

に行ってるだけで、必ず帰ってきます」と文書

を書いてくれて。女の人が一人で渡米すると一

時とっても警戒してて、全然ビザも出さないこ

とがあったんですよ。皆行ってから居座って、

結婚してその後問題になってくるんで。ところ

が、赤十字の手紙を持ってると全部大丈夫でし

たので、そういう意味では赤十字の力をもっと

利用して、沖縄の人、うちなーんちゅがこんな

に世界中に広がってるんですから、いい意味で

活用したらいいなって思うんです。

８．ケースワーカーのトレーニングと役割
　国際福祉（相談所）でどういうふうにケース

ワーカーをトレーニングしてたかと言うと、一

応どうしてだかわかりませんけど、今も多いん

でしょうけど、今語学留学とかそういう形の留

学が多いんですかね。昔はそういうのじゃなく

て、せっかく時間とお金を使って、初めから、

例えば、最初は大学院が主だったんですけど、

米留は。皆大学院に放り込まれるんです。一月

くらいはアメリカに行ってから、オリエンテー

ションというのがあるんですが、その時の南米

の人達はあんまり上手じゃない英語でもどんど

ん発言する、日本人は割合正確に言うんですが、

あんまり発言しないというような。大学院に教

室にそのまま放り込まれるんですよ、一人だけ。

この専攻は一人、学校は自分で選ぶわけじゃな

くて、いわゆる米留っていう制度が向こうが選

んで学校に派遣する。そういうことでしたから、

苦しいながらも皆そうやってある程度英語を自

分で習得して帰ってくるんですが。その他に自

分で自費で行った人達も結構いて。

　どうしてか分からないんですが、「相談員、

ケースワーカー募集。資格はアメリカの大学卒

業、それで出来れば、教育社会福祉関係専攻し

た」とか、タダの新聞広告を出すと、そんな沢

山来るわけじゃないんですけど、ずっとそうい

う人が来てました。そういう人達が相談は未経

験ですので、相談員が前からずっと皆辞めない

でずっと国際福祉は続けていたもんですから。

そこで一緒に相談受けて、一緒に仕事するよう

になって、クライアントには面接で来るともう

一人一緒に座って話聞いていいですかって言っ

て、いいって言って。アメリカでは全部書類で

処理しますけど。米軍の基地内に行っても。そ

うやって一緒に２年ぐらい一緒に仕事をしてた

ら、皆できるようになるんです。

　相談室で電話かけてきて、「今日は国際福祉

の担当いません。今日はこれの担当はいませ

ん。」とか、それはおかしいと私は思います。

電話かけたら、皆が自分はこれ得意じゃないと

思って、自信を持って電話かけた人は困って掛

けてるので、そこの人が不安げな不明確な返答
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をすると信頼性がなくなりますよね。だから何

でもわかるような調子で相手に一応聞くわけで

すよね。聞くのはほとんど日本語ですから話を

聞いて、それから、自分の手に余るなと思った

ら、「少々お待ちください。」と代わって。側で

聞いてて分かりますから、代わったりして、電

話かかってきたら何でも受けれるようにって言

うように、私達の国際福祉ですから、他の電話

がかかってくることはそんなにはなかったわけ

です。そういう具合にしてやってきました。

　私が「てぃるる」に来るようになった経緯は、

そういう議会答弁があって、４月から始まるっ

てよ。そしたら、その時には土曜も日曜も祝祭

日もここ開いてたんですよ、相談室は。全部開

いてたのかな、それでいて、時間制限、週44時

間とか何とかっていう制限があって、１カ月働

いても皆家庭を持って働いていますから、国際

福祉（相談所）も多くなかったんですけど、そ

れでもう、一時間千円っていうぐらいのあれで

すから。でも誰もここには土曜、日曜とか子ど

もがいるし出勤出来ない、誰もね。なので、ちょ

うど私が一人来るまでに二人うちを出て、結局

親もいないくなってたんですけど、父の日も母

の日も子どもの日も、何も関係ないのは私だ

けだったんです。結局もう私が行きますってい

うことで来たんですけど、土曜とか日曜とか子

どもの日とか、特にほとんど最初の何年かは私

がやってました、一人で。ここに来てから気が

付いたのは、皆さん、「てぃるる」に３年いて、

次どっかに３年いて、また那覇の福祉事務所に

いてとか、こういう場合ですよね。だから、皆

さん、行政のやることをお役所のやることを皆

とっても分かってらっしゃる。でも、それだけ

では不十分じゃないかなって思うんですね。私

が目指したのは、英語の出来る人を取って、そっ

からこう回るんじゃなくて、こっちで２年くら

いやって、それから良いところへ、もっと上へ

飛び出していく。

　ここに私達がいる頃は全部国際相談って分け

ないで、そのまま皆受けてました。弁護士が実

際に手を付ける前にやることの方がむしろ多い

んです。いろいろ皆それをやって整理して翻訳

できるのも翻訳して、それで本人連れて、弁護

士の所行って、「こうこうこういうケースで、

こうなって、こうなって、今までこういうこと

をやりました。」っていうことを先生にお願い

する。この人、経済的に困ってるんで、先生ご

配慮お願いしますとか、そういうことで繋いで

たんですが、弁護士まではいかないで済むケー

スの方が圧倒的に多いんですよ。自分だけで事

前のケースワーカーの介入なしに弁護士に行く

と、弁護士の人に、こうしてですね、こうして

ですね、この話だけで一時間で一万円くらい取

りますでしょう。すごい無駄なんです。だから、

良く知ってる沖縄の先生方は、そういうものを

一切お金取らないんで、弁護士費用の最低の弁

護士費用だけをチャージして下さったんです。

９．養子縁組における家庭調査
　我々、（国際福祉相談所では）理事会があっ

てもなくても何も特にやるわけでなくて、現場

私達、自分達で皆少ない人数で相談して、この

ケースもこうこうでやってましたので、すごく

やりやすかったし、それにどこにでも手紙を書

ける、フィリピンで人探しとかしてたら、なん

か市があった、なんとか市長とかに当てて手紙

を書いたり、それから、アメリカだったら各州

社会福祉局があるんで、局長宛てにいろんな手

紙書いて、どこら辺にたぶん住んでるけど、お

うちが普通なのに沖縄の両親が心配してるか

ら、家庭訪問して報告してくれないかとか、そ

れに対応してくれる方もあるし。なんか無視し

て、自分達の管轄ではないって無視するのか、

無視するところもある。無視されても無駄に
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なっても当然だからっていうので、いろんなこ

と考えられるあらゆることをやりましたね。だ

から、そういう意味でフリーハンドがあって、

私達は、誰にもあんまり許可を貰わないで、お

互いにやって、それで、理事長のゴム印を押し

たんです。自分達の担当ワーカーは誰々です。

理事長の印を押して出しましたし。そういうこ

とをやるためには、各団体のちゃんとした便箋

ですね、あれがついた封筒とか、そういうのが

あればできるんで。そういうのが悪用されても

困るんですけど。

　養子縁組も今はあるにはあるみたいですけ

ど、内地で問題になってて、特別養子っていう

のがありますでしょう、あれすごい問題ですよ

ね。養子縁組を隠そうとしてる自体おかしい。

アメリカでは、小さい時、ちゃんと教えて、「簡

単にお会いできたんじゃないのよ。お父さんと

お母さんはどっちも苦労して、もう何年も何年

もかかって、お願いに行ったり、いろんな調査

を受けたりして、ようやくあなたに巡り合え

た」って。だからとても大切なことだよってい

う話し方をするっていうように言われてるんで

すけど、日本では、本当の親じゃないってこと

を隠すっていう、やり方ですよね。だから、ア

メリカ側からは米軍とか病院とか福祉機関、教

会、赤十字、いろんなとこからこっちが知ら

れてケースが来たんですけど、フィリピン領事

館とか、州の福祉局からも、それから、アメリ

カの裁判所からも来ました。夫婦で親権を争っ

てて、片っぽは沖縄勤務になったと、その場合、

夏休みの間こっちにやりたいけどとか、でも、

家庭環境は分からないからどうかっていうので、

それを調べて、私達、家庭調査を完全にやるた

めに、これはアメリカのビザの規定にあるわけ

ですが、ちゃんと資格のある団体による、家庭

調査っていうのがビザの添付条件なんですよ。

　沖縄にそれはないんですが、それは屋良知事

から頂いた、国際的児童家庭相談っていうのを

訳して、国際的児童相談っていうのに養子縁組

が入ってるという解釈をつけて、それで我々も

アメリカ政府から認められてるっていう団体

だっていうことを証明して、そういうのをつけ

てアメリカの社会福祉局とかに出して、向こう

の親権の争いの時にここに応急に調査してほし

い、子どもが良い環境にあるかどうかって。ベー

スの中に入ると、とてもフェンスに囲まれて芝

生が植えてあって、近くに公園もあって、ブラ

ンコがあってとかね、それから大きな一室は客

間として空いてて、そこに子どもが入ることが

できるからとか。それから、それだけでもなく

て、近所の人にも話を聞く、もしあなたの家で

何かあったら、隣の家のあの夫婦に自分の子を

預けますかって、そういう質問するんですよ。

　日本人みたいに何でも推薦状とか何とかって

いうと、「はい、はい、はい。」って適当に書

くんじゃなくて、アメリカ人は本当に正直で

す。子どもを預けてもいいっていう人もいれば、

ちょっと考えてからだね、他に方法がなければ、

相談してから、福祉の方に相談してからとか、

返事はいろいろですよ。上司からの推薦状も、

養子縁組の申し込みに必要なんですけど、その

時も、まだ自分は、着任して６か月だからあん

まりよくは知らないけど、過去の経歴を見ると、

別に悪いことはないとかね。良いとは言わない

で、今までに何か悪いことをしたとか、不都合

があったっていう記録はありませんとか、こう

いう書き方なんですよ、全然考え方が違う。そ

ういうのを調査して、二、三枚にまとめるん

だったら、我々もやりますけど、アメリカの資

格を持った家庭調査できる人、この人たちは大

学院ちゃんと出てないといけない、アメリカの

正式のソーシャルワーカーの資格。この人たち

を雇って本格的な家庭調査させて、そこだけは

福祉の問題なのではないからお金を取ってまし
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た。向こうの頼む方も沖縄で子どももらえない

から不利になるんじゃなくて、それにちゃんと

した家庭調査があれば、次行ったところでまた

養子縁組したいって申し込んだら、これにつけ

させたり、それはちょっと変更するだけでも、

これがずっと通るんですよ。で、外国籍の子ど

もをアメリカに連れていくためのビザの条件が

家庭調査なんですよ。

　オリンピックがありましたね、ソウルで。あ

の前までは、沖縄の人が沖縄にもらえる子がい

ないから、あっちでは混血児なんか差別されて、

捨てられてるのが多かったっていう話ですが、

向こうに子どもが沢山いるから向こうに行って

もらいたいっていうことで行って、向こうは向

こうで私達の事務所と連携を取って、向こうか

ら、子どもの報告書－いつどこで拾われて、ど

うしてどうしてって、健康診断なんかつけてく

る－。裁判所に行って、宣誓してそれで子ども

貰って、沖縄に帰ってくる、この人達はアメリ

カに行こうとしたら、ちゃんとした養子縁組の

手続きが家庭調査が出されていないっていうこ

とで、夫は転勤してアメリカに行っちゃったけ

ど、奥さんは赤ちゃんを連れてここに残るとい

うようなのが出てきて沖縄の問題になったんで

すよね。その時にアメリカ人の家庭調査をやり

ましょうっていうことで、私達が始め、福祉の

問題とちょっと違うから、お金をチャージして

もいいんじゃないか、それを受け取るのはアメ

リカ人のソーシャルワーカー、だから、全然私

達のやってる、国際福祉相談と別の形でこれ、

お金をチャージしています。

10�．アメリカ合衆国の関係機関や専門的な情
報の入手方法

　自分たちで、名前も、英語の名前なんかは、

正確にスペル出来ない人も結構沢山いたんです

よ。赤ちゃんの名前の付け方とか、その他にも

あっちこっち行って、電話帳もあったり、した

り、どこどこいけば、何が、書類の請求先って

いうのはアメリカではいろんな冊子があるの

で、それを知ってる人とかなんか、チャプレン

とかを通して手に入れて。そこに私達は、10万

円くらいですかね、アメリカの法律書、これく

らいになる、マーチンデルハーデルを買ってい

るのはこの中のニューヨーク州っていう中の離

婚とか養子縁組とかの所だけですけど、それを

毎年買ってましたよ。そこからコピーして、そ

の翻訳するっていう。そういう連絡先が必要な

ら、新しくいろいろなると思いますけど、見つ

けたらもってきましょうね、ここに。

＊ 編集注：小見出しは編集で入れました。また、

字数や個人情報の関係上、一部、省略した部

分があります。

＊ 録音データをご提供下さった、おきなわ女性

財団に深く感謝致します。
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１
月

４
-５
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平
田
（
ケ
リ
ー
）
正
代
　
主
要
講
演
一
覧

年
月
日

講
演
名

主
　
催

種
　
別

役
　
割

場
　
所

タ
イ
ト
ル
・
テ
ー
マ

肩
　
書

他
の
登
壇
者
な
ど

所
収
雑
誌
な
ど

19
88
年

11
月
18
日

第
19
回
精
神
保
健
普
及
月

間
実
施
要
綱

沖
縄
県

沖
縄
県
精
神
衛
生
協

会

公
開
座
談
会
講
師

那
覇
市
民
会
館

中
ホ
ー
ル

中
年
の
精
神
衛
生

ー
ミ
ド
ル
エ
イ
ジ
の
よ
り
よ

い
生
き
方
を
求
め
て
ー

主
婦

石
津
宏
・
吉
茂
・
石
田
芳

子
・
我
那
覇
正
人

『
精
神
衛
生
』
19
89
年
63
号

19
91
年

６
月
21
日

「
沖
縄
の
ハ
ー
フ
と
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」

那
覇
市
平
和
学
習
講

座
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン・
マ
ー
フ
ィ

重
松

『
沖
縄
発
～
平
和
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
　
第
２
回
平
和
学
習
講
座
集
録
』

那
覇
市
中
央
公
民
館

19
94
年

10
月
19
日

平
成
６
年
度
全
国
母
子
寡

婦
指
導
者
研
究
大
会
（
並

び
に
第
41
回
九
州
地
区
母

子
寡
婦
福
祉
研
究
大
会
）

全
国
母
子
寡
婦
団
体

協
議
会

全
国
母
子
寡
婦
福
祉

団
体
協
議
会
九
州
部

会 沖
縄
県
母
子
寡
婦
福

祉
連
合
会

第
４
分
科
会
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
那
覇
市
民
会
館

大
ホ
ー
ル

国
際
家
族
年
と
ひ
と
り
親
家
庭
国
際
福
祉
相
談
所
次
長
ベ
テ
ィ
・
C・
ホ
フ
マ
ン

（
パ
ー
ル
バ
ッ
ク
財
団
所
長
）

玉
城
隆
雄
（
沖
国
教
授
）

池
宮
城
紀
夫
弁
護
士

平
成
６
年
度
全
国
母
子
寡
婦
指
導

者
研
修
大
会
並
び
に
第
41
回
九
州

地
区
母
子
寡
婦
福
祉
研
究
大
会
報

告
書

19
95
年

10
月
20
日

平
成
七
年
度
全
国
婦
人
相

談
員
・
心
理
判
定
員
研
究

協
議
会

厚
生
省

沖
縄
県

講
演

講
師

ロ
ワ
ジ
ー
ル
ホ
テ
ル

オ
キ
ナ
ワ

基
地
と
沖
縄
の
女
性
た
ち

～
国
際
福
祉
相
談
所
窓
口
か

ら
見
た
ケ
ー
ス
の
変
遷
～

国
際
福
祉
相
談
所
次
長
な
し

季
刊
福
祉
お
き
な
わ
第
27
号

大
き
な
和
（
要
約
）

19
96
年

６
月
16
日

「
沖
縄
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
」
事
業

沖
縄
県

講
演

講
師

岡
山
市
立

市
民
文
化
ホ
ー
ル

福
祉
相
談
の
窓
口
か
ら
見
た

基
地
問
題

国
際
福
祉
相
談
所
所
長
な
し

～
基
地
と
平
和
と
文
化
を
考
え
る

～
沖
縄
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
事
業

報
告
書

19
96
年

６
月
17
日

「
沖
縄
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
」
事
業

沖
縄
県

講
演

講
師

鳥
取
県
立

県
民
文
化
会
館

福
祉
相
談
の
窓
口
か
ら
見
た

基
地
問
題

国
際
福
祉
相
談
所
所
長
な
し

～
基
地
と
平
和
と
文
化
を
考
え
る

～
沖
縄
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
事
業

報
告
書

19
97
年

９
月
11
日

九
州
地
区
家
庭
相
談
員
研

修
沖
縄
大
会

沖
縄
県

九
州
地
区
家
庭
相
談

員
連
絡
協
議
会

講
演

講
師

那
覇
東
急
ホ
テ
ル

国
際
化
社
会
に
向
け
て
の
相

談
機
能
の
あ
り
方

国
際
福
祉
相
談
所
所
長
な
し

児
童
福
祉
法
制
定
50
周
年
記
念
誌

九
州
地
区
家
庭
相
談
員
研
修
沖
縄

大
会
記
録
編

20
03
年

８
月
30
日

『
沖
縄
県
女
団
協
35
周
年

の
歩
み
　
平
和
・
平
等
・

発
展
を
燈
し
つ
づ
け
て

〈
本
編
〉』

沖
縄
県
女
性
団
体
連

絡
協
議
会

座
談
会

て
ぃ
る
る

座
談
会
　
第
二
次
婦
団
協
の

時
代
　
あ
ら
ゆ
る
差
別
の
撤

廃
を
め
ざ
し
た
闘
い

桑
江
テ
ル
子

（
元
自
治
労
婦
人
部
長
）

島
本
幸
子

（
第
三
次
婦
団
協
事
務
局
長
）

外
間
米
子

（
第
二
次
婦
団
協
事
務
局
長
）

吉
浜
政
子

（
元沖

縄県
青少

年婦
人課

課長
）

司
会
　
大
城
貴
代
子

（
�第
一
次
婦
団
協
副
会

長
、
第
三
次
婦
団
協
事
務

局
長
・
女
団
協
副
会
長
）

20
18
年

12
月
20
日

平
成
30
年
度
第
４
回
相
談

員
研
修
（
国
籍
法
と
戸
籍

法
�～
国
籍
と
戸
籍
を
通
し

て
考
え
る
人
権
～
）

お
き
な
わ
女
性
財
団

講
演

講
師

て
ぃ
る
る

１
階
ホ
ー
ル

沖
縄
の
無
国
籍
児
問
題
と
人
権
元
国
際
福
祉
相
談
所

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

な
し

20
20
年

１
月
30
日

「
沖
縄
の
文
化
Ⅱ
」

特
別
講
義

沖
縄
大
学

成
定
研
究
室

講
演

沖
縄
大
学

沖
縄
の
無
国
籍
児
問
題
と
人

権
無
国
籍
児
問
題
と
そ
の
解

決
へ
の
経
過

元
国
際
福
祉
相
談
所

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

な
し

20
21
年

11
月
16
日

平
田
正
代
氏
を
囲
ん
で

お
き
な
わ
女
性
財
団

て
ぃ
る
る

な
し




